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News & Types: クライアント・アドバイザリー

日本がオミクロン株対策として国境を閉鎖
12/1/2021

By: 舟井 ブライアン

Practices: 移民法

コロナウィルスの新たな変異株「オミクロン」の拡散に対応し、日本政府は、2021年12月31日まで日本への

入国者を再び制限し、日本国民、その配偶者と子供および特定の必要不可欠な労働者だけに入国を許可してい

ます。

したがって、在外日本国領事館は、特段の事情がある場合を除き、査証（ビザ）の発給を停止しています。ま

た、日本政府は、すでに発表していたワクチン接種を完了している渡航者の待機期間を3日間に短縮するとい

う検疫措置を、当初の14日間の待機期間に戻しました。日本に到着する72時間前のコロナ検査と到着時にお

ける2回目の検査は、依然として義務づけられています。

日本国外在住の日本国民による苦情や批判を受け、2021年12月2日、日本政府は航空会社に対する国際線の新

規予約停止の要請を撤回しました。この撤回は、政府がオミクロン変異株の拡大を防ぐために、全航空会社に

対して新規予約の停止を要請してから24時間後に行われました。しかし、政府は、航空会社と協力し合い、1

日当たりの到着旅客数を制限し、更なる措置を講じる可能性があるとしています。

そのため、ビザを更新するために日本への帰国を計画する者は、代替手段として、米国移民局に在留期間の延

長申請を提出することも考えられます。

日本への渡航に関する日本政府の措置について最新情報が入りましたら、追加情報を提供いたします。


